
番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

1-1 文化財保存活用支援団体の指定 文化財保護法 第192条の2第1項 生涯学習部 文化芸術課

2-1
合併協議会設置請求代表者証明
書の交付

市町村の合併の特例に関する法律
施行令

第1条第2項 総務部 総務課

2-2 同一請求代表者証明書の交付
市町村の合併の特例に関する法律
施行令

第27条第4項 総務部 総務課

2-3
条例制定又は改廃請求代表者証
明書の交付

地方自治法施行令 第91条第2項 総務部 総務課

2-4 罹災証明書の交付 災害対策基本法 第90条の2第1項 総務部 自治防災課

2-5 地縁による団体の認可 地方自治法
第260条の2第1項及
び第2項

総務部 自治防災課

2-6 告示事項に関する証明書の交付 地方自治法 第260条の2第12項 総務部 自治防災課

2-7
地縁による団体の規約の変更の認
可

地方自治法 第260条の3第2項 総務部 自治防災課

2-8
地縁による団体の解散後の財産の
処分の認可

地方自治法 第260条の31第2項 総務部 自治防災課

3-1 犬の登録及び鑑札の交付 狂犬病予防法 第4条第1項及び第2項
環境先進都市推進
部

環境政策課

3-2 犬の予防注射済票の交付 狂犬病予防法 第5条第1項及び第2項
環境先進都市推進
部

環境政策課

3-3 犬の鑑札の再交付 狂犬病予防法施行令 第1条の2
環境先進都市推進
部

環境政策課

3-4 犬の予防注射済票の再交付 狂犬病予防法施行令 第3条
環境先進都市推進
部

環境政策課

3-5 浄化槽清掃業の許可 浄化槽法 第35条
環境先進都市推進
部

資源循環推進課

3-6 一般廃棄物収集・運搬業の許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律

第7条第1項
環境先進都市推進
部

資源循環推進課

3-7
一般廃棄物収集・運搬業の許可の
更新

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律

第7条第2項、第3項及
び第4項

環境先進都市推進
部

資源循環推進課

3-8 一般廃棄物処分業の許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律

第7条第6項及び第10
項

環境先進都市推進
部

資源循環推進課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

3-9 一般廃棄物処分業の許可の更新
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律

第7条第7項、第8項及
び第9項

環境先進都市推進
部

資源循環推進課

3-10
一般廃棄物収集・運搬業の変更の
許可

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律

第7条の2第1項
環境先進都市推進
部

資源循環推進課

3-11 一般廃棄物処分業の変更の許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律

第7条の2第1項
環境先進都市推進
部

資源循環推進課

3-12
再生利用一般廃棄物・運送業者の
指定

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律施行規則

第2条第2号
環境先進都市推進
部

資源循環推進課

3-13
再生利用一般廃棄物処分業者の
指定

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律施行規則

第2条の3第2号
環境先進都市推進
部

資源循環推進課

4-1 個人番号カードの交付
行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関す
る法律

第17条第1項 市民生活部 市民課

4-2 個人番号カードの再交付

行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関す
る法律に規定する個人番号、個人
番号カード、特定個人情報の提供
等に関する命令

第28条第1項 市民生活部 市民課

4-3
個人番号カードの有効期間内の交
付

行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関す
る法律に規定する個人番号、個人
番号カード、特定個人情報の提供
等に関する命令

第29条第1項 市民生活部 市民課

4-4 臨時運行の許可 道路運送車両法 第34条第2項 市民生活部 市民課

4-5 埋葬、火葬又は改葬の許可 墓地、埋葬等に関する法律 第5条第1項 市民生活部 火葬場整備推進課

4-6
墓地、納骨堂及び火葬場の経営等
の許可（変更及び廃止許可を含
む。）

墓地、埋葬等に関する法律 第10条 市民生活部 火葬場整備推進課

4-7 資格確認書の交付 国民健康保険法 第9条第2項 市民生活部 保険医療課

4-8
一部負担金の減額、免除及び徴収
猶予

国民健康保険法 第44条第1項 市民生活部 保険医療課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

4-9 療養費の支給 国民健康保険法 第54条第1項 市民生活部 保険医療課

4-10 特別療養費の支給 国民健康保険法 第54条の3第1項 市民生活部 保険医療課

4-11 移送費の支給 国民健康保険法 第54条の4第1項 市民生活部 保険医療課

4-12 特別療養給付の支給 国民健康保険法 第55条第1項 市民生活部 保険医療課

4-13 高額療養費の支給 国民健康保険法 第57条の2第1項 市民生活部 保険医療課

4-14 高額介護合算療養費の支給 国民健康保険法 第57条の3第1項 市民生活部 保険医療課

4-15 資格確認書の再交付 国民健康保険法施行規則 第7条第1項 市民生活部 保険医療課

4-16 高齢受給者証の交付 国民健康保険法施行規則 第7条の4第1項 市民生活部 保険医療課

4-17 高齢受給者証の再交付 国民健康保険法施行規則 第7条の4第4項 市民生活部 保険医療課

4-18
食事療養標準負担額の減額に係る
市町村又は組合の認定

国民健康保険法施行規則 第26条の3第2項 市民生活部 保険医療課

4-19 食事療養減額認定証の再交付 国民健康保険法施行規則 第26条の3第5項 市民生活部 保険医療課

4-20 食事療養標準負担額減額の特例 国民健康保険法施行規則 第26条の5第1項 市民生活部 保険医療課

4-21
生活療養減額認定証の再交付（第
26条の3第5項の準用）

国民健康保険法施行規則 第26条の6の4第4項 市民生活部 保険医療課

4-22 特定疾病受療証の再交付 国民健康保険法施行規則 第27条の13第8項 市民生活部 保険医療課

4-23 限度額適用認定証の交付 国民健康保険法施行規則 第27条の14の2第2項 市民生活部 保険医療課

4-24
限度額適用認定証の再交付（第26
条の3第5項の準用）

国民健康保険法施行規則 第27条の14の2第5項 市民生活部 保険医療課

4-25 特別療養証明書の交付 国民健康保険法施行規則 第28条第2項 市民生活部 保険医療課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

4-26 特別療養証明書の再交付 国民健康保険法施行規則 第28条第6項 市民生活部 保険医療課

4-27
特定疾病給付対象療養に係る市町
村又は組合の認定

国民健康保険法施行令 第29条の2第7項 市民生活部 保険医療課

4-28
特定疾病に係る市町村又は組合の
認定

国民健康保険法施行令 第29条の2第8項 市民生活部 保険医療課

5-1 社会福祉法人の認可 社会福祉法 第32条 健康福祉部 地域福祉課

5-2 評議員会の招集の許可 社会福祉法 第45条の9第5項 健康福祉部 地域福祉課

5-3 定款の変更の認可 社会福祉法 第45条の36第2項 健康福祉部 地域福祉課

5-4 解散の認可及び認定 社会福祉法 第46条第2項 健康福祉部 地域福祉課

5-5 吸収合併の認可 社会福祉法 第50条第3項 健康福祉部 地域福祉課

5-6 新設合併の認可 社会福祉法 第54条の6第2項 健康福祉部 地域福祉課

5-7 社会福祉充実計画の終了の承認 社会福祉法 第55条の4 健康福祉部 地域福祉課

5-8 社会福祉充実計画の承認 社会福祉法 第55条の2第1項 健康福祉部 地域福祉課

5-9 社会福祉充実計画の変更の承認 社会福祉法 第55条の3第1項 健康福祉部 地域福祉課

5-10
生活困窮者住居確保給付金の支
給

生活困窮者自立支援法 第6条第1項 健康福祉部 地域福祉課

5-11 保護の開始の申請に対する処分 生活保護法 第24条第3項 健康福祉部 地域福祉課

5-12 保護の変更の申請に対する処分 生活保護法 第24条第9項 健康福祉部 地域福祉課

5-13 就労自立給付金の支給 生活保護法 第55条の4第1項 健康福祉部 地域福祉課

5-14 進学・就職準備給付金の支給 生活保護法 第55条の5第1項 健康福祉部 地域福祉課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

5-15 障害児通所給付費の支給 児童福祉法 第21条の5の3第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-16 特例障害児通所給付費の支給 児童福祉法 第21条の5の4第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-17 通所給付決定の変更承認 児童福祉法 第21条の5の8第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-18 高額障害児通所給付費の支給 児童福祉法 第21条の5の12第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-19
放課後等デイサービス障害児通所
給付費等の支給

児童福祉法 第21条の5の13第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-20 肢体不自由児通所医療費の支給 児童福祉法 第21条の5の29第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-21 障害児相談支援給付費の支給 児童福祉法 第24条の26第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-22
特例障害児相談支援給付費の支
給

児童福祉法 第24条の27第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-23
指定障害児相談支援事業者の指
定

児童福祉法 第24条の28第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-24
指定障害児相談支援事業者の指
定の更新

児童福祉法 第24条の29第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-25 通所受給者証の再交付 児童福祉法施行規則 第18条の6第9項 健康福祉部 障がい福祉課

5-26 介護給付費等の支給決定
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第19条第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-27 支給決定の変更
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第24条第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-28
介護給付費又は訓練等給付費の
支給

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第29条第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-29
特例介護給付費又は特例訓練等
給付費の支給

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第30条第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-30
介護給付費等の負担額の特例認
定

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第31条 健康福祉部 障がい福祉課

5-31 特定障害者特別給付費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第34条第1項 健康福祉部 障がい福祉課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

5-32
特例特定障害者特別給付費の支
給

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第35条第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-33
地域相談支援給付費等の相談支
援給付決定

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第51条の5第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-34 地域相談支援給付決定の変更
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第51条の9第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-35 地域相談支援給付費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第51条の14第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-36 特例地域相談支援給付費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第51条の15第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-37 計画相談支援給付費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第51条の17第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-38 特例計画相談支援給付費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第51条の18第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-39 指定特定相談支援事業者の指定
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第51条の20第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-40
指定特定相談支援事業者の指定
の更新

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第51条の21第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-41 自立支援医療費の支給認定
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第52条第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-42 支給認定の変更
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第56条第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-43 自立支援医療費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第58条第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-44 療養介護医療費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第70条第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-45 基準該当療養介護医療費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第71条第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-46 補装具費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第76条第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-47
高額障害福祉サービス等給付費の
支給

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

第76条の2第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-48 受給者証の再交付
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律施行
令

第16条 健康福祉部 障がい福祉課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

5-49 地域相談支援受給者証の再交付
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律施行
令

第26条の8 健康福祉部 障がい福祉課

5-50 医療受給者証の再交付
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律施行
令

第33条第1項 健康福祉部 障がい福祉課

5-51 障害児福祉手当の受給資格認定
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

第19条 健康福祉部 障がい福祉課

5-52
障害児福祉手当の受給資格の再
認定

特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

第26条 健康福祉部 障がい福祉課

5-53
特別障害者手当の受給資格の認
定

特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

第26条の2 健康福祉部 障がい福祉課

5-54
特別障害者手当の受給資格の再
認定

特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

第26条の5 健康福祉部 障がい福祉課

5-55 被保険者証の交付 介護保険法 第12条第3項 健康福祉部 高齢福祉課

5-56 要介護認定 介護保険法 第27条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-57 要介護認定の更新 介護保険法 第28条第2項 健康福祉部 高齢福祉課

5-58 要介護状態区分の変更の認定 介護保険法 第29条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-59 要支援認定 介護保険法 第32条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-60 要支援認定の更新 介護保険法 第33条第2項 健康福祉部 高齢福祉課

5-61 要支援状態区分の変更の認定 介護保険法 第33条の2第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-62
介護保険サービスの種類の指定変
更

介護保険法 第37条第2項 健康福祉部 高齢福祉課

5-63 居宅介護サービス費の支給 介護保険法 第41条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-64 特例居宅介護サービス費の支給 介護保険法 第42条第1項 健康福祉部 高齢福祉課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

5-65 地域密着型介護サービス費の支給 介護保険法 第42条の2第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-66
特例地域密着型介護サービス費の
支給

介護保険法 第42条の3第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-67 居宅介護福祉用具購入費の支給 介護保険法 第44条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-68 居宅介護住宅改修費の支給 介護保険法 第45条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-69 居宅介護サービス計画費の支給 介護保険法 第46条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-70
特例居宅介護サービス計画費の支
給

介護保険法 第47条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-71 施設介護サービス費の支給 介護保険法 第48条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-72 特例施設介護サービス費の支給 介護保険法 第49条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-73 居宅介護サービス費等の額の特例 介護保険法 第50条 健康福祉部 高齢福祉課

5-74 高額介護サービス費の支給 介護保険法 第51条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-75
高額医療合算介護サービス費の支
給

介護保険法 第51条の2第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-76 特定入所者介護サービス費の支給 介護保険法 第51条の3第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-77
特例特定入所者介護サービス費の
支給

介護保険法 第51条の4第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-78 介護予防サービス費の支給 介護保険法 第53条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-79 特例介護予防サービス費の支給 介護保険法 第54条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-80
地域密着型介護予防サービス費の
支給

介護保険法 第54条の2第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-81
特例地域密着型介護予防サービス
費の支給

介護保険法 第54条の3第1項 健康福祉部 高齢福祉課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

5-82 介護予防福祉用具購入費の支給 介護保険法 第56条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-83 介護予防住宅改修費の支給 介護保険法 第57条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-84 介護予防サービス計画費の支給 介護保険法 第58条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-85
特例介護予防サービス計画費の支
給

介護保険法 第59条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-86 介護予防サービス費等の額の特例 介護保険法 第60条 健康福祉部 高齢福祉課

5-87 高額介護予防サービス費の支給 介護保険法 第61条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-88
高額医療合算介護予防サービス費
の支給

介護保険法 第61条の2第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-89
特定入所者介護予防サービス費の
支給

介護保険法 第61条の3第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-90
特例特定入所者介護予防サービス
費の支給

介護保険法 第61条の4第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-91
指定地域密着型サービス事業者の
指定の更新(第70条の2の準用）

介護保険法 第78条の12 健康福祉部 高齢福祉課

5-92
指定地域密着型サービス事業者の
指定

介護保険法 第78条の2第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-93
複合型サービスに係る指定地域密
着型サービス事業者の公募指定

介護保険法 第78条の13第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-94 指定居宅介護支援事業者の指定 介護保険法 第79条 健康福祉部 高齢福祉課

5-95
指定居宅介護支援事業者の指定
の更新

介護保険法 第79条の2第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-96
指定地域密着型介護予防サービス
事業者の指定の更新(第70条の2
の準用）

介護保険法 第115条の21 健康福祉部 高齢福祉課

5-97
指定介護予防支援事業者の指定
の更新(第70条の2の準用）

介護保険法 第115条の31 健康福祉部 高齢福祉課

5-98 指定事業者の指定 介護保険法 第115条の45の5 健康福祉部 高齢福祉課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

5-99
指定地域密着型介護予防サービス
事業者の指定

介護保険法 第115条の12第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-100 指定介護予防支援事業者の指定 介護保険法 第115条の22第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-101 指定事業者の指定の更新 介護保険法
第115条の45の6第1
項

健康福祉部 高齢福祉課

5-102 被保険者証の再交付 介護保険法施行規則 第27条第1項 健康福祉部 高齢福祉課

5-103 特定入所者の負担限度額の認定 介護保険法施行規則

第83条の6第1項（第
97条の4及び第172条
の2において準用する
場合を含む。）

健康福祉部 高齢福祉課

5-104 負担限度額認定証の再交付 介護保険法施行規則

第83条の6第7項（第
97条の4及び第172条
の2において準用する
場合を含む。）

健康福祉部 高齢福祉課

5-105
負担限度額及び特定負担限度額
の差額の支給

介護保険法施行規則

第83条の8第1項（第
97条の4及び第172条
の2において準用する
場合を含む。）

健康福祉部 高齢福祉課

5-106 障害年金等の給付 予防接種法 第15条第1項 健康福祉部 健康増進課

6-1 児童手当の受給資格、額の認定 児童手当法
第4条並びに第7条第1
項及び第2項

こども未来部 子育て支援課

6-2 児童手当の増額改定 児童手当法 第9条第1項 こども未来部 子育て支援課

6-3 児童扶養手当の受給資格認定 児童扶養手当法 第6条第1項 こども未来部 子育て支援課

6-4 児童扶養手当の増額改定 児童扶養手当法 第8条第1項 こども未来部 子育て支援課

6-5 母子家庭自立支援給付金の支給 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条 こども未来部 子育て支援課

6-6 父子家庭自立支援給付金の支給 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第31条の10において準
用する第31条

こども未来部 子育て支援課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

6-7
未熟児に対する養育医療の給付の
決定

母子保健法 第20条第1項 こども未来部 子育て支援課

6-8 教育・保育給付認定 子ども・子育て支援法
第20条第1項及び第3
項

こども未来部 保育課

6-9 教育・保育給付認定の変更 子ども・子育て支援法 第23条第1項 こども未来部 保育課

6-10 施設等利用給付認定 子ども・子育て支援法 第30条の5第1項 こども未来部 保育課

6-11 施設等利用給付認定の変更 子ども・子育て支援法 第30条の8第1項 こども未来部 保育課

6-12 特定教育・保育施設の確認 子ども・子育て支援法 第31条第1項 こども未来部 保育課

6-13 特定教育・保育施設の確認の変更 子ども・子育て支援法 第32条第1項 こども未来部 保育課

6-14 特定地域型保育事業者の確認 子ども・子育て支援法 第43条第1項 こども未来部 保育課

6-15
特定地域型保育事業者の確認の
変更

子ども・子育て支援法 第44条 こども未来部 保育課

6-16
特定子ども・子育て支援施設等の
確認

子ども・子育て支援法 第58条の2 こども未来部 保育課

6-17 支給認定証の再交付 子ども・子育て支援法施行規則 第16条第1項 こども未来部 保育課

6-18 家庭的保育事業等の認可 児童福祉法 第34条の15第2項 こども未来部 保育課

6-19
家庭的保育事業等の廃止又は休
止の承認

児童福祉法 第34条の15第7項 こども未来部 保育課

6-20 公私連携保育法人の指定 児童福祉法 第56条の8第1項 こども未来部 保育課

6-21 公私連携法人の指定
就学前の子どもに関する教育、保
育等の総合的な提供の推進に関す
る法律

第34条第1項 こども未来部 保育課

7-1 組合設立の認可 商店街振興組合法 第36条第1項 産業観光部 商工観光課

7-2 総会招集の承認 商店街振興組合法 第59条 産業観光部 商工観光課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

7-3 定款の変更の認可 商店街振興組合法 第62条第2項 産業観光部 商工観光課

7-4 余裕金運用の認可 商店街振興組合法 第67条の2ただし書 産業観光部 商工観光課

7-5 合併の認可 商店街振興組合法 第73条第3項 産業観光部 商工観光課

7-6 商店街整備計画の認定 中小小売商業振興法 第4条第1項 産業観光部 商工観光課

7-7 店舗集団化計画の認定 中小小売商業振興法 第4条第2項 産業観光部 商工観光課

7-8 共同店舗等整備計画の認定 中小小売商業振興法 第4条第3項 産業観光部 商工観光課

7-9 商店街整備等支援計画の認定 中小小売商業振興法 第4条第6項 産業観光部 商工観光課

7-10 高度化事業計画変更の認定 中小小売商業振興法施行令 第9条第1項 産業観光部 商工観光課

7-11 市民農園の開設の認定 市民農園整備促進法 第7条第1項 産業観光部 農林振興課

7-12
市民農園整備運営計画の変更の
認定

市民農園整備促進法 第7条第5項 産業観光部 農林振興課

7-13
農用地の保全等に関する協定の認
定

集落地域整備法 第8条第1項 産業観光部 農林振興課

7-14
共有林の一部の森林所有者が不確
知である旨等の公告

森林法 第10条の12の3 産業観光部 農林振興課

7-15 特用林の指定 森林法 第10条の8第1項第7号 産業観光部 農林振興課

7-16 自家用林の指定 森林法 第10条の8第1項第8号 産業観光部 農林振興課

7-17 施業実施協定の認可 森林法 第10条の11第1項 産業観光部 農林振興課

7-18 施業実施協定の変更の認可 森林法 第10条の11の5第1項 産業観光部 農林振興課

7-19 施業実施協定の廃止の認可 森林法 第10条の11の7第1項 産業観光部 農林振興課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

7-20 森林経営計画の認定 森林法 第11条第5項 産業観光部 農林振興課

7-21 森林経営計画の変更認定 森林法 第12条第2項 産業観光部 農林振興課

7-22 火入れの許可 森林法 第21条第1項 産業観光部 農林振興課

7-23
森林施業に関する測量又は実地調
査のための他人の土地への立入又
は立木竹伐採の許可

森林法 第49条第1項 産業観光部 農林振興課

7-24
森林病害虫等の駆除・予防のため
の他人の土地への立入の許可

森林法 第49条第6項 産業観光部 農林振興課

7-25

鳥獣の保護の目的（傷病により保
護を要する鳥獣の保護の目的に限
る。）で行う鳥獣の捕獲等並びに同
項の規定による鳥獣の管理の目的
（鳥獣による生活環境、農林水産業
又は生態系に係る被害の防止の目
的に限る。）で行う鳥獣（規則で定
めるものに限る。）の捕獲等及び鳥
類の卵（規則で定めるものに限
る。）の採取等の許可及び許可証の
交付

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

第9条第1項及び第7項 産業観光部 農林振興課

7-26
従事者証の交付（当該許可に係る
ものに限る。）

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

第9条第8項 産業観光部 農林振興課

7-27
許可証又は従事者証の再交付（当
該許可に係るものに限る。）

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

第9条第9項 産業観光部 農林振興課

7-28 飼養の登録及び登録票の交付
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

第19条第1項及び第3
項

産業観光部 農林振興課

7-29 有効期間の更新
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

第19条第5項 産業観光部 農林振興課

7-30 登録票の再交付
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

第19条第6項（第21条
第2項において準用す
る場合を含む。）

産業観光部 農林振興課

7-31 販売の許可及び販売許可証の交付
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

第24条第1項及び第5
項

産業観光部 農林振興課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

7-32 販売許可証の再交付
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

第24条第6項 産業観光部 農林振興課

7-33
農業経営の改善及び安定のための
計画の認定

特定農山村地域における農林業等
の活性化のための基盤整備の促進
に関する法律

第5条 産業観光部 農林振興課

7-34
農林業等活性化基盤施設設置事
業計画の認定

特定農山村地域における農林業等
の活性化のための基盤整備の促進
に関する法律

第7条 産業観光部 農林振興課

7-35 土地への立入等の許可
入会林野等に係る権利関係の近代
化の助長に関する法律

第25条第2項 産業観光部 農林振興課

7-36 事業計画の認定
農業の有する多面的機能の発揮の
促進に関する法律

第7条第5項 産業観光部 農林振興課

7-37 事業計画の変更認定
農業の有する多面的機能の発揮の
促進に関する法律

第8条第1項 産業観光部 農林振興課

7-38 農業経営改善計画の認定 農業経営基盤強化促進法 第12条第1項 産業観光部 農林振興課

7-39 農業経営改善計画の変更の認定 農業経営基盤強化促進法 第13条第1項 産業観光部 農林振興課

7-40 青年等就農計画の認定 農業経営基盤強化促進法 第14条の4第1項 産業観光部 農林振興課

7-41 青年等就農計画の変更の認定 農業経営基盤強化促進法 第14条の5第1項 産業観光部 農林振興課

7-42 農用地利用規程の認定 農業経営基盤強化促進法 第23条第1項 産業観光部 農林振興課

7-43 農用地利用規程の変更の認定 農業経営基盤強化促進法 第24条第1項 産業観光部 農林振興課

7-44
特定農用地利用規程の有効期間
の延長の承認

農業経営基盤強化促進法施行令 第12条ただし書 産業観光部 農林振興課

7-45 施設の配置に関する協定の認可 農業振興地域の整備に関する法律 第18条の2第1項 産業観光部 農林振興課

7-46
施設の維持運営に関する協定の認
定

農業振興地域の整備に関する法律 第18条の12第1項 産業観光部 農林振興課

7-47 経営改善計画の認定
酪農及び肉用牛生産の振興に関す
る法律

第2条の5 産業観光部 農林振興課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

8-1
景観重要建造物の現状変更の許
可

景観法 第22条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-2 景観重要樹木の現状変更の許可 景観法 第31条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-3 管理協定の締結の認可 景観法 第36条第3項 まちづくり推進部 都市計画課

8-4
管理協定の変更の認可（第36条第
3項の準用）

景観法
第40条において準用す
る第36条第3項

まちづくり推進部 都市計画課

8-5 景観地区内の建築物計画の認定 景観法 第63条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-6
仮設建築物又は仮設工作物に対す
る制限の緩和存続の許可

景観法 第77条第3項 まちづくり推進部 都市計画課

8-7 景観協定の締結の認可 景観法 第81条第4項 まちづくり推進部 都市計画課

8-8
景観協定の変更の認可（第83条第
1項の準用）

景観法
第84条第1項及び同条
第2項において準用す
る第83条第1項

まちづくり推進部 都市計画課

8-9 景観協定の廃止の認可 景観法 第88条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-10 一の所有者による景観協定の認可 景観法 第90条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-11 景観整備機構の指定 景観法 第92条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-12
生産緑地地区内の行為の制限に対
する許可

生産緑地法 第8条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-13
歴史的風致維持向上支援法人の
指定

地域における歴史的風致の維持及
び向上に関する法律

第34条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-14
拠点整備促進区域内における建築
行為等の許可

地方拠点都市地域の整備及び産
業業務施設の再配置の促進に関す
る法律

第21条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-15
障害物の伐除及び土地の試掘等の
許可

都市計画法
第26条第1項及び第3
項

まちづくり推進部 都市計画課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

8-16 開発行為の許可 都市計画法 第29条 まちづくり推進部 都市計画課

8-17 開発行為の変更許可 都市計画法 第35条の2 まちづくり推進部 都市計画課

8-18 開発行為の工事完了検査 都市計画法 第36条第2項 まちづくり推進部 都市計画課

8-19
開発許可を受けた開発区域内の土
地における公告前の建築物の建築
等の特例承認

都市計画法 第37条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-20
建築物の建蔽率等の指定の特例許
可

都市計画法 第41条第2項 まちづくり推進部 都市計画課

8-21
開発許可を受けた土地における建
築等の特例許可

都市計画法 第42条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-22
開発許可を受けた土地以外の土地
における建築等の許可

都市計画法 第43条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-23
開発許可に基づく地位の承継の承
認

都市計画法 第45条 まちづくり推進部 都市計画課

8-24

田園住居地域内の農地の区域内の
土地の形質の変更、建築物の建築
その他工作物の建設又は土石その
他の政令で定める物件の堆積を行
う許可

都市計画法 第52条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-25

市街地開発事業等予定区域に関す
る都市計画において定められた区
域内の土地の形質の変更又は建築
物の建築その他工作物の建設の許
可

都市計画法 第52条の2第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-26
都市計画施設等の区域内における
建築の許可

都市計画法 第53条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-27

施行予定者が定められている都市
計画施設の区域等内における土地
の形質の変更又は建築物の建築そ
の他工作物の建設の許可（第52条
の2第1項の準用）

都市計画法 第57条の3第1項 まちづくり推進部 都市計画課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

8-28 施行の認可 都市計画法
第59条第1項及び第4
項

まちづくり推進部 都市計画課

8-29 事業計画の変更の認可 都市計画法 第63条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-30 承継の承認 都市計画法 第64条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-31
都市計画事業の施行の障害となる
おそれがある土地の形質の変更等
の許可

都市計画法 第65条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-32 都市計画協力団体の指定 都市計画法 第75条の5第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-33
市街地再開発促進区域内における
建築の許可

都市再開発法 第7条の4第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-34
測量及び調査のための土地の立入
りの許可

都市再開発法 第60条第1項ただし書 まちづくり推進部 都市計画課

8-35
障害物の伐除及び土地の試掘等の
許可

都市再開発法
第61条第1項及び第3
項

まちづくり推進部 都市計画課

8-36 建築行為等の許可 都市再開発法 第66条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-37 土地の形質の変更等の承認 都市再開発法 第66条第7項 まちづくり推進部 都市計画課

8-38 施行地区内の権利の処分の承認 都市再開発法 第70条第2項 まちづくり推進部 都市計画課

8-39 建築計画変更の承認 都市再開発法 第99条の7 まちづくり推進部 都市計画課

8-40 債務の弁済に関する計画の承認 都市再開発法 第117条第3項 まちづくり推進部 都市計画課

8-41 施行地区内の土地等の処分の承認 都市再開発法 第118条の3第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-42 譲受け希望の申出等の撤回の同意 都市再開発法 第118条の5第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-43 施行の認可 土地区画整理法 第4条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-44
規準及び規約並びに事業計画の変
更の認可

土地区画整理法 第10条第1項 まちづくり推進部 都市計画課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

8-45 規約の認可 土地区画整理法 第11条第4項 まちづくり推進部 都市計画課

8-46 廃止及び終了の認可 土地区画整理法 第13条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-47 設立の認可 土地区画整理法
第14条第1項及び第2
項

まちづくり推進部 都市計画課

8-48 事業計画の認可 土地区画整理法 第14条第3項 まちづくり推進部 都市計画課

8-49
定款並びに事業計画及び事業基本
方針の変更の認可

土地区画整理法 第39条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-50 解散の認可 土地区画整理法 第45条第2項 まちづくり推進部 都市計画課

8-51 決算報告書の承認 土地区画整理法 第49条 まちづくり推進部 都市計画課

8-52 施行の認可 土地区画整理法 第51条の2第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-53 規準及び事業計画の変更の認可 土地区画整理法 第51条の10第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-54 譲渡及び譲受けの認可 土地区画整理法 第51条の11第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-55 廃止及び終了の認可 土地区画整理法 第51条の13第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-56
測量又は調査のための土地の立入
り等の認可

土地区画整理法 第72条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-57 障害物の伐除の認可 土地区画整理法 第72条第6項 まちづくり推進部 都市計画課

8-58 公告後における建築行為等の許可 土地区画整理法 第76条 まちづくり推進部 都市計画課

8-59 土地の形質の変更等の許可 土地区画整理法 第76条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-60 建築物等の移転又は除去の認可 土地区画整理法 第77条第8項 まちづくり推進部 都市計画課

8-61
移転、除去の際の建築物等の使用
許可

土地区画整理法 第77条第9項 まちづくり推進部 都市計画課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

8-62
換地を住宅先行建設区内に定めら
れるべき宅地の指定等

土地区画整理法 第85条の2第5項 まちづくり推進部 都市計画課

8-63
換地が市街地再開発事業区内に定
められるべき宅地の指定等

土地区画整理法 第85条の3第4項 まちづくり推進部 都市計画課

8-64
換地又は共有持分を与える土地を
高度利用推進区内に定められるべ
き宅地の指定等

土地区画整理法 第85条の4第5項 まちづくり推進部 都市計画課

8-65 換地計画の認可 土地区画整理法 第86条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-66 換地計画の変更の認可 土地区画整理法 第97条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-67
風致地区内（面積が10ヘクタール
以上）における行為の許可

風致地区内における建築等の規制
に係る条例の制定に関する基準を
定める政令

第3条第1項 まちづくり推進部 都市計画課

8-68 都市公園の占用許可 都市公園法 第6条第1項 まちづくり推進部 都市整備課

8-69 都市公園の占用許可の変更 都市公園法 第6条第3項 まちづくり推進部 都市整備課

8-70
河川管理者以外の者の施行する工
事等の承認

河川法
第100条において準用
する第20条

まちづくり推進部 土木管理課

8-71 流水占用の許可 河川法
第100条において準用
する第23条

まちづくり推進部 土木管理課

8-72 流水の占用の登録 河川法
第100条において準用
する第23条の2

まちづくり推進部 土木管理課

8-73 土地占用の許可 河川法
第100条において準用
する第24条

まちづくり推進部 土木管理課

8-74 土石等の採取の許可 河川法
第100条において準用
する第25条

まちづくり推進部 土木管理課

8-75 竹木の流送の許可等 河川法
第100条において準用
する第28条

まちづくり推進部 土木管理課

8-76 工作物の新築等の許可 河川法
第100条において準用
する第26条第1項

まちづくり推進部 土木管理課

8-77 土地の掘削等の許可 河川法
第100条において準用
する第27条第1項

まちづくり推進部 土木管理課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

8-78
河川管理上支障のある行為の許可
等

河川法
第100条において準用
する第29条第1項

まちづくり推進部 土木管理課

8-79
河川管理上支障のある行為の許可
等（2級河川）

河川法
第100条において準用
する第29条第2項

まちづくり推進部 土木管理課

8-80 許可工作物の完成検査 河川法
第100条において準用
する第30条第1項

まちづくり推進部 土木管理課

8-81 許可工作物の完成前の使用の承認 河川法
第100条において準用
する第30条第2項

まちづくり推進部 土木管理課

8-82 権利譲渡の承認 河川法
第100条において準用
する第34条第1項

まちづくり推進部 土木管理課

8-83
損失補償前の流水の貯留又は取水
の決定

河川法
第100条において準用
する第43条第1項

まちづくり推進部 土木管理課

8-84 ダム操作規程の承認 河川法
第100条において準用
する第47条第1項

まちづくり推進部 土木管理課

8-85
渇水時における水利使用の特例の
承認

河川法
第100条において準用
する第53条の2第1項

まちづくり推進部 土木管理課

8-86 河川保全区域内の行為の許可 河川法
第100条において準用
する第55条第1項

まちづくり推進部 土木管理課

8-87 河川予定地内の行為の許可 河川法
第100条において準用
する第57条第1項

まちづくり推進部 土木管理課

8-88
河川保全立体区域における行為の
許可

河川法
第100条において準用
する第58条の4第1項

まちづくり推進部 土木管理課

8-89
河川予定立体区域における行為の
許可

河川法
第100条において準用
する第58条の6第1項

まちづくり推進部 土木管理課

8-90 河川協力団体の指定 河川法
第100条において準用
する第58条の8第1項

まちづくり推進部 土木管理課

8-91 移動等円滑化経路協定の認可
高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律

第41条第3項 まちづくり推進部 土木管理課

8-92
移動等円滑化経路協定の変更認
可

高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律

第44条第1項 まちづくり推進部 土木管理課

8-93
移動等円滑化経路協定の廃止認
可

高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律

第48条第1項 まちづくり推進部 土木管理課

8-94
一の所有者による移動等円滑化経
路協定の認可

高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律

第50条第1項 まちづくり推進部 土木管理課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

8-95
移動等円滑化施設協定の認可（第
41条第3項の準用）

高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律

第51条の2第3項 まちづくり推進部 土木管理課

8-96
移動等円滑化施設協定の変更認
可（第44条第1項の準用）

高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律

第51条の2第3項 まちづくり推進部 土木管理課

8-97
移動等円滑化施設協定の廃止認
可（第48条第1項の準用）

高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律

第51条の2第3項 まちづくり推進部 土木管理課

8-98
一の所有者による移動等円滑化施
設協定の認可（第50条の準用）

高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律

第51条の2第3項 まちづくり推進部 土木管理課

8-99 特殊車両の通行認定 車両制限令 第12条 まちづくり推進部 土木管理課

8-101 測量標の移転の請求（公共測量） 測量法
第39条において準用す
る第24条第1項

まちづくり推進部 土木管理課

8-100 測量標の使用の承認（公共測量） 測量法
第39条において準用す
る第26条

まちづくり推進部 土木管理課

8-102
測量成果の複製の承認（公共測
量）

測量法 第43条 まちづくり推進部 土木管理課

8-103
測量成果の使用の承認（公共測
量）

測量法 第44条第1項 まちづくり推進部 土木管理課

8-104
道路管理者以外の者が行う工事の
承認

道路法 第24条 まちづくり推進部 土木管理課

8-105 道路の占用の許可 道路法 第32条 まちづくり推進部 土木管理課

8-106 道路の占用の変更の許可 道路法 第32条第3項 まちづくり推進部 土木管理課

8-107 入札占用計画の認定 道路法 第39条の5第1項 まちづくり推進部 土木管理課

8-108 入札占用計画の変更の認定 道路法 第39条の6第1項 まちづくり推進部 土木管理課

8-109
占用入札を行った場合における道
路の占用の許可

道路法 第39条の7第1項 まちづくり推進部 土木管理課

8-110 限度超過車両の通行許可 道路法 第47条の2第1項 まちづくり推進部 土木管理課

8-111 地位の承継の承認 道路法 第48条の29 まちづくり推進部 土木管理課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

8-112 自動車専用道路との連結の許可 道路法 第48条の5第1項 まちづくり推進部 土木管理課

8-113
自動車専用道路との連結の変更許
可

道路法 第48条の5第3項 まちづくり推進部 土木管理課

8-114 歩行者利便増進計画の認定 道路法 第48条の26第1項 まちづくり推進部 土木管理課

8-115
歩行者利便増進計画の変更の認
定

道路法 第48条の27第1項 まちづくり推進部 土木管理課

8-116
公募を行った場合における道路の
占用の許可

道路法 第48条の28第1項 まちづくり推進部 土木管理課

8-117 車両の停留の許可 道路法 第48条の32第1項 まちづくり推進部 土木管理課

8-118 車両の停留の変更の許可 道路法 第48条の32第3項 まちづくり推進部 土木管理課

8-119 道路協力団体の指定 道路法 第48条の60第1項 まちづくり推進部 土木管理課

8-120
区域決定後、権原取得前の形質変
更等の許可

道路法 第91条第1項 まちづくり推進部 土木管理課

8-121
道路予定区域における占用許可、
占用の変更許可（第32条第1項及
び第3項の準用）

道路法
第91条第2項において
準用する第32条第1項
及び第3項

まちづくり推進部 土木管理課

8-122 空家等管理活用支援法人の指定
空家等対策の推進に関する特別措
置法

第23条第1項 まちづくり推進部 建築住宅課

8-123 特定入居者の賃貸の承認
建築物の耐震改修の促進に関する
法律

第28条第1項 まちづくり推進部 建築住宅課

8-124
特定優良賃貸住宅の入居者資格
の特例承認

地域における多様な需要に応じた
公的賃貸住宅等の整備等に関する
特別措置法

第13条第1項 まちづくり推進部 建築住宅課

8-125 供給計画の認定
特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律

第3条 まちづくり推進部 建築住宅課

8-126 供給計画の変更の認定
特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律

第5条第1項及び第5条
第2項において準用す
る第3条

まちづくり推進部 建築住宅課

8-127
特定優良賃貸住宅に係る地位の承
継の承認

特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律

第9条 まちづくり推進部 建築住宅課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

8-128
特定優良賃貸住宅の建設に要する
費用の補助

特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律

第12条 まちづくり推進部 建築住宅課

8-129 家賃の減額に要する費用の補助
特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律

第15条 まちづくり推進部 建築住宅課

9-1
給水開始前の水質検査及び施設
検査（法第48条の2第1項における
読替え）

水道法 第13条第1項 上下水道部 お客様サービス課

10-1 学校施設利用の許可 社会教育法 第45条第1項 教育部 教育総務課

10-2
小学校、中学校等への就学義務の
猶予又は免除

学校教育法 第18条 教育部 学校教育課

10-3 小学校又は中学校の変更 学校教育法施行令 第8条 教育部 学校教育課

10-4 区域外就学等 学校教育法施行令 第9条 教育部 学校教育課

11-1
投票実施請求代表者証明書の交
付

市町村の合併の特例に関する法律
施行令

第13条第2項 その他の事務局
選挙管理委員会事
務局

11-2
議会の解散の請求代表者証明書の
交付（第91条第2項の準用）

地方自治法施行令 第100条 その他の事務局
選挙管理委員会事
務局

11-3 施設の使用に要する費用の承認 地方自治法施行令 第107条第3項 その他の事務局
選挙管理委員会事
務局

11-4
議会の議員の解職の請求代表者証
明書の交付（第91条第2項の準用）

地方自治法施行令 第110条 その他の事務局
選挙管理委員会事
務局

11-5
施設の使用に要する費用の承認
（第107条第3項の準用）

地方自治法施行令 第113条 その他の事務局
選挙管理委員会事
務局

11-6
長の解職の請求代表者証明書の交
付（第91条第2項の準用）

地方自治法施行令 第116条 その他の事務局
選挙管理委員会事
務局

11-7
施設の使用に要する費用の承認
（第107条第3項の準用）

地方自治法施行令 第116条の2 その他の事務局
選挙管理委員会事
務局

11-8
施設の使用に要する費用の承認
（第116条の2・第107条第3項の準
用）

地方自治法施行令 第120条 その他の事務局
選挙管理委員会事
務局

11-9
副知事等の解職の請求代表者証
明書の交付（第91条第2項の準用）

地方自治法施行令 第121条 その他の事務局
選挙管理委員会事
務局



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

11-10 職員団体等の規約の認証
職員団体等に対する法人格の付与
に関する法律

第5条 その他の事務局 公平委員会事務局

11-11 職員団体の登録 地方公務員法 第53条第5項 その他の事務局 公平委員会事務局

11-12
事務の監査の請求代表者証明書の
交付（第91条第2項の準用）

地方自治法施行令 第99条 その他の事務局 監査委員事務局

11-13
農用地に係る土地改良事業の参加
資格の承認

土地改良法 第3条第1項第2号 その他の事務局 農業委員会事務局

11-14
農用地に係る土地改良事業の参加
資格交替の承認

土地改良法 第3条第2項 その他の事務局 農業委員会事務局

11-15
農用地の一時貸付に係る事業参加
資格の認定

土地改良法 第3条第3項 その他の事務局 農業委員会事務局

11-16
農地中間管理機構の借受農用地に
係る事業参加資格の認定

土地改良法 第3条第4項 その他の事務局 農業委員会事務局

11-17 特定農地貸付けに関する承認
特定農地貸付けに関する農地法等
の特例に関する法律

第3条第3項 その他の事務局 農業委員会事務局

11-18
特定農地貸付けの変更の承認（第
3条第3項の準用）

特定農地貸付けに関する農地法等
の特例に関する法律施行令

第4条第1項及び第2項 その他の事務局 農業委員会事務局

11-19 農地等の権利移動の許可 農地法 第3条第1項 その他の事務局 農業委員会事務局

11-20 農地の転用の許可 農地法 第4条第1項 その他の事務局 農業委員会事務局

12-1 行政財産の使用許可 地方自治法 第238条の4第7項 その他 事業実施課

12-2 障害物の伐除のための許可 土地収用法 第14条第1項 その他 事業実施課

12-3 山林原野等の伐除の許可 土地収用法 第14条第3項 その他 事業実施課

12-4
非常災害の際の土地の使用に係る
許可

土地収用法 第122条第1項 その他 事業実施課

12-5
非常災害の際の土地の使用に係る
許可（第122条第1項の準用）

土地収用法 第138条第1項 その他 事業実施課



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

12-6

優良な住宅の供給に寄与するもの
であることについての認定（認定に
係る住宅等の敷地が2以上の市町
村の区域にわたる場合には、当該
敷地の面積が最も多く存する市町
村とする。）

租税特別措置法
第28条の4第3項第6
号

その他 担当部署未定

12-7

優良な住宅の供給に寄与するもの
であることについての認定（認定に
係る住宅等の敷地が2以上の市町
村の区域にわたる場合には、当該
敷地の面積が最も多く存する市町
村とする。）

租税特別措置法
第31条の2第2項第15
号ニ

その他 担当部署未定

12-8

優良な住宅の供給に寄与するもの
であることについての認定（認定に
係る住宅等の敷地が2以上の市町
村の区域にわたる場合には、当該
敷地の面積が最も多く存する市町
村とする。）

租税特別措置法
第62条の3第4項第15
号ニ

その他 担当部署未定

12-9

優良な住宅の供給に寄与するもの
であることについての認定（認定に
係る住宅等の敷地が2以上の市町
村の区域にわたる場合には、当該
敷地の面積が最も多く存する市町
村とする。）

租税特別措置法 第63条第3項第6号 その他 担当部署未定

12-10

中高層の耐火建築物に関する認定
（認定に係る土地又は建物等の敷
地が2以上の市町村の区域にわた
る場合には、当該土地又は建物等
の敷地の面積が最も多く存する市
町村とする。）

租税特別措置法施行令 第25条の4第2項 その他 担当部署未定



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

12-11

中高層の耐火建築物に関する認定
（認定に係る土地又は建物等の敷
地が2以上の市町村の区域にわた
る場合には、当該土地又は建物等
の敷地の面積が最も多く存する市
町村とする。）

租税特別措置法施行令 第25条の4第17項 その他 担当部署未定

12-12 地域再生推進法人の指定 地域再生法 第19条第1項 その他 担当部署未定

12-13
中心市街地共同住宅供給事業の
計画の認定

中心市街地の活性化に関する法律 第22条第1項 その他 担当部署未定

12-14 認定計画の変更認定 中心市街地の活性化に関する法律 第25条第1項 その他 担当部署未定

12-15 地位の承継の承認 中心市街地の活性化に関する法律 第27条 その他 担当部署未定

12-16 中心市街地整備推進機構の指定 中心市街地の活性化に関する法律 第61条第1項 その他 担当部署未定

12-17
公共下水道等の排水施設からの下
水の取水等及び変更の許可

都市の低炭素化の促進に関する法
律

第47条第1項及び第3
項

その他 担当部署未定

12-18
特別緑地保全地区における行為の
許可

都市緑地法 第14条第1項 その他 担当部署未定

12-19 管理協定の締結の認可 都市緑地法 第24条第5項 その他 担当部署未定

12-20 緑化率適用除外の許可1 都市緑地法 第35条第2項第1号 その他 担当部署未定

12-21 緑化率適用除外の許可2 都市緑地法 第35条第2項第2号 その他 担当部署未定

12-22 緑化率適用除外の許可3 都市緑地法 第35条第2項第3号 その他 担当部署未定

12-23
第35条第2項第1号の準用による
緑化率適用除外の許可

都市緑地法 第36条 その他 担当部署未定

12-24
第35条第2項第2号の準用による
緑化率適用除外の許可

都市緑地法 第36条 その他 担当部署未定

12-25
第35条第2項第3号の準用による
緑化率適用除外の許可

都市緑地法 第36条 その他 担当部署未定



番号 処分の概要 法令（例規）名 根拠条項 担当部 担当課

12-26 緑化施設工事の認定 都市緑地法 第43条第1項 その他 担当部署未定

12-27 緑地協定の認可 都市緑地法 第47条第1項 その他 担当部署未定

12-28 緑地協定の変更の認可 都市緑地法 第48条第1項 その他 担当部署未定

12-29 緑地協定の廃止の認可 都市緑地法 第52条第1項 その他 担当部署未定

12-30 1人緑地協定の認可 都市緑地法 第54条第2項 その他 担当部署未定

12-31 市民緑地設置管理計画の認定 都市緑地法 第61条第1項 その他 担当部署未定

12-32
市民緑地設置管理計画の変更の
認定

都市緑地法 第62条第1項 その他 担当部署未定

12-33 推進法人の指定 都市緑地法 第69条第1項 その他 担当部署未定

12-34
農用地区域内における開発行為の
許可

農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第1項 その他 担当部署未定

12-35 農地利用規約の認定 農住組合法 第13条第3項 その他 担当部署未定

12-36 優良田園住宅建設計画の認定
優良田園住宅の建設の促進に関す
る法律

第4条第1項 その他 担当部署未定

12-37
優良田園住宅建設計画の変更の
認定

優良田園住宅の建設の促進に関す
る法律

第4条第6項 その他 担当部署未定


